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様式第３号（第７条関係） 

 

 

会  議  録 

 

１ 付属機関の会議名称   水戸市安全なまちづくり推進委員会 

 

２ 開催日時   令和６年８月 20 日（火） 午前 10 時から午前 11 時まで 

 

３ 開催場所   水戸市役所４階 政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1)委員 

荻野行広，鎌田忠雄，中山英樹，内田武士，島田弘子，圷哲男，林由香里 

土田記代美，千手正治，白田貢，井上泰修，藤田絹代 

(2)事務局 

砂川和敏，鴨志田創，飯島智，宇都木勇輝 

 

５ 議題及び公開・非公開 

 ・水戸市犯罪被害者等支援条例について（公開） 

 

６ 傍聴人の数   ０人 

 

７ 会議資料の名称 

 ・令和６年度第２回水戸市安全なまちづくり推進委員会次第 

 ・令和６年度第２回水戸市安全なまちづくり推進委員会資料 

 ・資料２ 近隣自治体における見舞金制度 

  

８ 発言の内容 

 

委員長 案件の審議に入ります前に，本日の出席者数を報告させていただきます。委員 

総数 15 名のうち 12 名が出席されております。 

  出席者数が，委員の２分の１以上となっておりますので，条例第 20 条第２項の規定

により，会議が成立することを御報告いたします。 

また，当委員会は水戸市の附属機関として位置づけられていることから，市の規定に

より会議を公開といたします。本日の傍聴希望者は０人です。 



2 
 

 次に当委員会における議事録署名人の選出を行います。荻野委員及び藤田委員にお願

いしたいと思います。 

 続いて，議事に入りたいと思います。議題１犯罪被害者支援条例の制定に向けた取組に

ついて，事務局より説明願います。 

 

事務局 （犯罪被害者支援条例の制定に向けた取組について説明） 

 

委員長 ただいまの説明について質問はございますか。 

 

＿委員 条例の骨子にある対象者について質問です。 

反社会勢力や暴力団の関係者，構成員が被害に遭った場合，対象とするのでしょうか。 

 

事務局 状況によっては支援を実施しないことができる場合も考えています。また，見舞金

の給付に関しても，条件によっては給付しないという基準を明確に設けようと考えてい

ます。 

  御指摘にありました暴力団関係者が被害者になった場合や，夫婦間での犯罪被害の場 

合等，対象にならない事例が考えられますので，今後詰めてまいります。 

 

委員長 ほかに御意見等はございますか。 

 

＿委員 今後のスケジュールの中に，意見の聴取という記載がありますが，本日この場      

 で聴取するということでしょうか。 

 

事務局 本日はもちろん，後日御意見や疑問が出れば，生活安全課まで御連絡いただければ

と考えております。今月中に御意見いただけますと，より反映しやすいため御協力お願い

いたします。 

 

＿委員 後日，意見を述べるシステムにしていただきたいです。 

  期間を開けていただき，何日までに委員としての意見を述べるというスケジュールが

良いと思います。 

  

事務局 承知しました。 

  後日でも，問い合せいただければ対応できる体制を整えておきます。 

 

＿委員 パブリックコメントは，様々な条例を見てきましたが，意見がほとんど出ません。 

 委員の意見が条例の中に加わるということは非常に重要であると思いますので，期間を
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あけ，何日までに意見を出してくださいというシステムにしてもらいたいです。 

  また，他市との比較できるデータがあればと思います。 

 

事務局 他市との比較につきましては，資料２という形で配布させていただいた資料の中 

に，近隣自治体における見舞金制度をまとめたものがありますので，参考にしていただけ

ればと思います。ほかにも要望がありましたら調べてお答えしたいと思いますので，何か

あれば御質問いただければと思います。 

 

委員長 後日お気づきの点が出た場合には今月中に，生活安全課まで連絡するという形で

進めていければと思います。 

  ほかに御意見等はございますか。 

 

＿委員 他市での見舞金支給の実績があれば教えていただきたいです。 

 

事務局 すべての確認が取れてはいないのですが，県内の６市町では実績がないと聞いて

おります。 

 

委員長 ほかに御意見等はございますか。 

  この場で意見を出すことは，なかなか難しいと思いますので，何かありましたら今月中

に生活安全課に連絡していただければと思います。 

  事務局に置かれましては，委員の皆様からの意見を踏まえて，引き続き犯罪被害者等支

援条例の制定に向けた取組を推進していただければと思います。 

  予定していました議題については以上となります。 

 

＿委員 すでに施行されている県内６市町の具体的な条例を参考例に提示してもらえると

意見が出やすいと思います。 

 

事務局 事務局でとりまとめまして後日提供させていただきたいと思います。 

 

委員長 ほかに御意見等はございますか。 

それでは，御意見がないようですので，ここで議長を降ろさせていただきます。委員の

皆様におかれましては，活発な御意見や速やかな議事進行に御協力ありがとうございま

した。 

 

事務局 委員長ありがとうございました。 

以上をもちまして，本日の会議を閉じさせていただきます。 
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委員の皆様，活発な御意見ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


